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熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局  

障がい者支援課長 

 

新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応

について 

このことについて、令和２年（２０２０年）２月２５日付けで厚生労働省社会・援

護局障害保健福祉部障害福祉課から別添写しのとおり事務連絡がありましたので、お

知らせします。 

各市町村におかれましては、管内の指定特定相談事業所及び指定障害児相談支援事

業所への周知をお願いします。 

 

【概要】 

・医療的ケア児の新型コロナウイルス感染症対策にあたっては、手洗いや手指消毒、

手袋やマスク等の防護用具の使用を一層徹底するとともに、できる限り子どもの様

子を丁寧に観察し、早期発見、早期対応に努めること。 

・医療的ケア児の保護者が新型コロナウイルスに感染した場合、濃厚接触者であるご

本人が障害児通所支援事業所や短期入所を利用することは困難であると考えられ

るため、医療機関や相談支援事業所等と連携して対応すること。 

 

※熊本県ホームページ「新型コロナウイルス関連肺炎」も併せて御参照ください。 

（https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_30386.html?type=top） 
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